
Ⅰ 人事行政の運営の状況（教職員※を除く職員）

※教職員とは、さいたま市教職員定数条例第２条に規定する教職員をいいます。

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用及び退職の状況（平成３０年度）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

※
※
※
※

（２）再任用の状況（平成３０年度）

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。

平成３０年度さいたま市人事行政の運営等の状況について

　地方公務員法第５８条の２及びさいたま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規
定に基づき、平成３０年度における人事行政の運営の状況及び人事委員会の業務の状況を次のとおり
公表します。

　各任命権者から報告を受けた平成３０年度における人事行政の運営の状況を取りまとめ、その概
要を公表するものです。

（単位：人）

区分 採用
退職

合計
定年 勧奨退職 普通 その他

市長部局等
418 105 11 128 5 249
265 32 4 78 2 116

消防局
49 21 2 8 1 32
7 0 0 2 0 2

水道局
15 9 3 3 0 15
6 1 0 1 0 2

教育委員会
事務局

9 23 2 7 1 33
4 14 1 4 0 19

計
491 158 18 146 7 329
282 47 5 85 2 139

「市長部局等」には、議会局及び選挙管理委員会や人事委員会等の事務局を含みます。
（　）内は女性でうち数です。
「勧奨退職」とは、一定の勤続年数及び年齢以上の者に退職を勧奨し、それに応じて定年前に退職した者です。
「その他」には、死亡退職、懲戒免職等を含みます。

　再任用職員とは、定年退職者等の行政経験・知識等を有効活用するため、従前の勤務実績に
基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定めて採用するもので、主に短時間勤務で
す。勤務実績が良好な場合には、選考により任期更新が可能（平成３０年度の再任用者は６５
歳まで）です。

（単位：人）

区分 短時間勤務 常時勤務 合計
常時勤務の1/2 常時勤務の3/4

市長部局等 56 319 19 394
7 62 8 77

消防局 47 20 0 67
0 0 0 0

水道局 1 62 0 63
0 1 0 1

教育委員会事務局 24 163 18 205
13 20 12 45

計 128 564 37 729
20 83 20 123
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（３）職員数の状況（各年４月１日現在）

( ) ( ) ( ) 【増員理由】

・

( ) ( ) ( ) ・

( ) ( ) ( ) ・

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。
※職員数には、短時間勤務の再任用職員、臨時職員及び非常勤職員は含みません。

（参考）職員数及び女性比率の前年比較（各年４月１日現在）

臨時職員及び非常勤職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

（単位：人）

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。

児童福祉司の増

オリンピック・パラリン
ピック業務の増

大宮区役所新庁舎建設業
務終了による減

47 49

2

教育委員会事務局
1,006

消防局

（単位：人）

区分 平成30年 平成31年 対前年増減数 主な増減理由

市長部局等
6,444 6,535 91
2,932 3,003 71
1,321 1,326 5

2

計
9,140 9,212 72

水道局
369 371 2
50 52

3,564 3,623 59

980 △ 26
535 519 △ 16

区分 臨時職員 非常勤職員

市長部局等 1,179 4,416
1,144 2,290

消防局 0 1,244
0 73

水道局 8 0
8 0

教育委員会事務局 172 2,635
152 1,477

計 1,359 8,295
1,304 3,840
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２　職員の給与の状況

（１）職員給与費の状況

①普通会計職員

※平成３０年度普通会計決算額 （※平均年齢40.6歳）

※上記の職員給与費には、教職員の給与を含みます。

②公営企業会計職員

※平成３０年度水道事業会計決算額 （※平均年齢41.7歳）

（２）平均給与月額（給料月額・諸手当）及び平均年齢（平成３１年４月１日現在）

※この諸手当には、実績に基づいて支払われる時間外勤務手当等は含みません。

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間 （平成３１年４月１日現在）

（２）休暇制度の概要

（３）年次有給休暇の取得状況（平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日）

職員給与費 1人当たり給与
（年額）給料 諸手当 期末・勤勉手当 計

519億1,278万円 167億8,892万円 228億6,023万円 915億6,193万円 744万円

23億2,371万円 628万円

職員給与費 1人当たり給与
（年額）給料 諸手当 期末・勤勉手当 計

区分
平均給与月額

平均年齢
給料月額 諸手当 計

13億8,243万円 4億6,490万円 4億7,638万円

一般行政職 31万6,071円 7万6,865円 39万2,936円 40.1歳

企業職（水道事業） 31万3,479円 9万2,283円 40万5,762円 40.4歳

　職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められており、原則として毎週月曜日
から金曜日まで、午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務となります。
　そのうち、正午から午後１時までは休憩時間となっています。
　また、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）は、勤務を要しない日です。

区分 内容

年次有給休暇
１年に２０日（年の中途に採用された職員は、その在職期間に応じた日数）
付与されます。また、その年に付与された残日数（２０日を限度）は、翌年
に限り繰り越すことができます。

年次有給
休暇以外
の休暇

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故等により、社会慣習上ま
たは物理上の理由により、職員が勤務しないことが相当であると認められる
場合の有給の休暇です。

病気休暇
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得
ないと認められる場合の休暇です。

介護休暇
職員の家族に負傷、疾病、老齢等により日常生活を営むのに支障がある要介
護者がおり、当該職員以外に介護する者がいない場合における無給の休暇で
す。

組合休暇
職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における無給の
休暇です。

職員１人あたりの年次有給休暇平均取得日数 14.4 日
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４　職員の休業の状況

（１）育児休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（２）部分休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（３）育児短時間勤務制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（４）配偶者同行休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

育児休業

子を養育する職員の継続的な勤務を促
進し、職員の福祉の増進と公務の円滑
な運営に資することを目的とした無給
の休業です。最長、子が３歳に達する
まで取得できます。

 取得人数 416 人 192 人

うち女性 378 人 156 人

うち男性 38 人 36 人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

育児のため、１日に２時間以内の範囲
で取得できる無給の休業です。最長、
子が小学校就学の始期に達するまで取
得できます。

 取得人数 236 人 93

5

人

うち女性 221 人 88 人

うち男性 15 人

人 25

0

人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

部分休業

人

うち女性 68 人 25 人

うち男性 0 人 人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

育児短時間
勤務

子を養育するため、法及び条例に定め
られた勤務の形態から選択し、希望す
る日及び時間帯に勤務することができ
ます。最長、子が小学校就学の始期に
達するまで取得できます。

 取得人数 68

配偶者が６月以上外国に滞在する場
合、これに同行するために取得できる
無給の休業です。在職期間が２年以上
の職員が３年を超えない範囲で取得で
きます。

 取得人数 1 人 0

0

人

うち女性 1 人 0 人

うち男性 0 人 人

配偶者
同行休業
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（平成３０年度）

（２）懲戒処分の状況（平成３０年度）

６　職員の服務の状況

（１）職員の守るべき服務の概要

（２）服務規律の遵守に関する取組

①服務規律の遵守に関する取組の概要

　分限処分とは、職員が心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、一定の事由によ
り職務を十分に果たすことができない場合等に行う不利益処分で、降給・降任・休職・免職の
４種類があります。

区分
処分の種類

合計
降給 降任 休職 免職

市長部局等 0 0 238 1 239

消防局 0 0 14 0 14

水道局 0 0 22 0 22

教育委員会事務局 0 0 35 0 35

計 0 0 309 1 310

　懲戒処分とは、公務員の勤務関係の秩序を維持するため職員の服務義務違反（法令違反、義
務違反、非行等）に対し、その道義的責任を追及して科する制裁で、戒告・減給・停職・免職
の４種類があります。

区分
処分の種類

合計
戒告 減給 停職 免職

市長部局等 2 1 0 0 3

消防局 2 1 0 0 3

水道局 0 0 0 0 0

教育委員会事務局 1 0 0 0 1

計 5 2 0 0 7

　地方公務員法第３０条において、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者
として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念
しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、
同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条）、信用失墜行為
の禁止（第３３条）、秘密を守る義務（第３４条）、職務に専念する義務（第３５条）、政
治的行為の制限（第３６条）、争議行為等の禁止（第３７条）、営利企業の従事等制限（第
３８条）など、服務上の強い制約を課しています。

　特に選挙執行の際や年末年始等における職員の綱紀粛正、服務規律の確保について、随
時、行政会議（市長、副市長、各局長・区長等が出席）等において、副市長から各局長等を
通じて職員に周知徹底を図っています。
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②服務規律の遵守に関する通知等の内容

職員の接遇及び服装等について

年末年始における綱紀粛正及び服務規律の確保について 水道局長

臨時職員・非常勤職員の服務規律について 消防局長

教育長年末年始における綱紀粛正、服務規律の確保等について平成30年12月7日

人事課長

副市長

水道局長

発出した年月日 内容 発信者

平成30年4月6日

平成31年3月4日

平成30年12月6日

平成30年9月25日 臨時職員の服務規律について

平成30年6月18日 職員の公共マナーについて 人事課長

平成30年10月5日 消防職員の厳正な服務規律の確保等について 消防局長

職員の服務規律の確保について

平成30年4月9日 ハラスメントの防止等の更なる推進について 消防局長

平成30年11月7日 服務規律の確保等について 消防局長

年末年始における綱紀粛正、服務規律の確保等について
副市長（総括コンプ
ライアンス責任者）

平成30年10月10日

平成30年4月6日 職員の接遇及び服装等について 水道局長

平成30年12月7日

平成31年3月12日 年度替わりにおける適正な事務処理について 水道局長

平成31年3月6日 年度替わりにおける適正な事務処理について
副市長（総括コンプ
ライアンス責任者）
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（３）職務専念義務の免除、営利企業への従事等許可、在籍専従の許可の状況（平成３０年度）

７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修

①研修の概要

②研修の実績（平成３０年度）

※

※

※

※

※

（２）勤務成績の評定

①職員の人事評価の状況

学校職員は含みません。

区分 内容 件数

職務専念義務の
免除

職員が、研修に参加、人間ドックを受診、職務に関連のある講演、
講義、演技等を行う場合など、一定の事由に該当する場合に、特例
として職務に専念する義務を免除しています。

2,983 件

営利企業への
従事等許可

職員が、消防団員や看護専門学校の非常勤講師などの業務に従事等
して報酬を得る場合に、職務への公平性や職員の品位の保持等の観
点から全体の奉仕者である公務員の基本的性格と矛盾しない場合に
限り許可できるものです。

424 件

在籍専従の許可

職員が任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員とし
てその業務に専ら従事することができるものです。許可を受けた期
間中は休職者とされ、いかなる給与も支給されず、退職手当の算定
基礎となる勤続期間にも算入されません。

1 件

　「さいたま市人財育成指針」に基づき、平成３０年度職員研修は、①仕事の実効性と組織力
を高めるために「管理監督職のマネジメント力を強化する」②職場における人材育成力を高
め、職員個々の成長を図るために「ＯＪＴを着実に推進する」③将来にわたって地域を支える
強力な組織をつくるために「若手職員の成長を促進する」④チーム力、マネジメント力強化に
不可欠な「コミュニケーション能力の向上を図る」、以上４項目に重点をおいて実施しまし
た。

自己研修
所属内研修 人材育成課研修

主管課研修
集合研修 派遣研修 基本研修 課題別研修 派遣研修

91 人320 人
28,344 人

3,653 人 14,429 人（うち人材育成課
支援　552人）

「自己研修」とは、職員が、個人又はグループで自己の能力向上のために自主的に内容を設定し、学習する
もので、通信教育と自主研修グループ活動があります。

「所属内研修」とは、各所属が、所属職員に対して実務・専門能力や組織能力の向上のために実施するもの
です。うち「集合研修」は、係単位以上で実施するもので、「派遣研修」は、各所属から外部の研修機関に
所属職員を派遣するものです。

「人材育成課研修」とは、人材育成課が職員に対し、総合的な分野について実施するものです。うち「基本
研修」は、対象職員に求められる能力や意識・意欲の向上を図るもので、「課題別研修」は、行政課題の
テーマ別に能力や意識・意欲の向上を図るものです。「派遣研修」は、外部の研修機関に職員を派遣するも
のです。

2,520 人 775 人

「主管課研修」とは、各所属が担当する事務について、職員全体の実務能力や意識の向上を図るために実施
するものです。

　地方公務員法では、任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされ
ています。また、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活
用するものとされています。
　さいたま市では、原則として全ての一般職の職員を対象として、任命権者ごとに人事評価を
実施しています。
　市長部局における人事評価制度の概要は、次のとおりです。
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②条件付採用職員の正式採用にあたっての勤務成績の評定（平成３０年度採用者）

※

８　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済制度

（２）その他の福利厚生制度の状況

【平成３０年度さいたま市職員互助会決算】

評価制度の目的
・職員の意識改革と組織の風土改革
・職員の能力開発と人材の確保・育成・活用の促進
・適材適所の人事配置や昇任昇格等の公正な処遇

評価制度の概要

能力評価 職務遂行能力の発揮度と執務姿勢（意欲・態度）を評価

業績評価
「目標による管理」の手法等により目標の達成度、業務の遂
行度を評価

総合評価 能力評価及び業績評価の評価結果を合わせた評価

評価期間 ４月１日から翌年３月３１日までの１年間

評価基準日 １月１日

評価結果の活用
昇任昇格や人事異動の参考資料として活用するとともに、職員の昇給や
勤勉手当の支給割合に反映。

　職員の採用はすべて条件付のものとし、その職員が採用から６か月間の職務を良好な成績で
遂行したときに正式採用になります。条件付採用期間は１年まで延長することができます。

評定対象
６月で正式
採用した者

延長した後、
正式採用した者

延長中の者
正式採用

しなかった者
延長した後、
退職した者

468 人 465 人 2 人 0 人 1 人 0 人

条件付採用期間を延長した者は、病気休暇により所定の勤務日数に満たなかった者及び正式採用となるた
めの職務遂行能力の実証が十分でないと認められた者です。

　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、埼玉県市町村職員共済組合（以下
「共済組合」という。）が職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付
を行う「短期給付」、職員の退職・障害・年金又は一時金の給付を行う「長期給付」、健康
の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。
　共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員からの掛金と使用者である地方公共
団体からの負担金により賄われており、掛金・負担金とも標準報酬の月額を標準として法で
定められた率により算出されています。

　地方公務員法第42条に基づくその他の福利厚生制度として、さいたま市職員互助会（以下
「互助会」という。）を組織し、職員の冠婚葬祭等への給付、職員の保健、元気回復、その
他福利厚生に関する事業を実施しています。
　互助会の運営については、会員である職員（H30会員数：9,860人)の掛金と使用者である
地方公共団体の負担金で賄われています。

給付事業 福利厚生事業

歳入 265,576千円
職員掛金（給料月額の
5/1000）×12ヶ月、繰越
金

113,773千円
市負担金（給料月額の2/1000）
×12ヶ月、繰越金、雑入

歳出 170,168千円
冠婚葬祭及び永年勤続等
に係る給付

74,846千円
職員の健康保持増進、元気回復
のための事業
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（３）職員健康診断の実施状況（平成３０年度）

（４）公務災害補償の状況（平成３０年度）

９　職員の退職管理の状況

10　障害者雇用の状況（平成３０年６月１日現在）

※教育委員会は、教育委員会事務局職員と教職員を合わせて算出しています。

※市立病院は、平成３０年９月１日現在において、障害者雇用率2.34%となり、法定雇用率は下回っているものの、

職員数に法定雇用率を乗じて得られる法定雇用障害者数は満たしております。

2.40 ％

％

水道局 3.25 ％

教育委員会 2.22 ％

区分 障害者雇用率 法定雇用率

市長部局 2.50 ％

2.50 ％市立病院 2.08

　障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、毎年６月１日現在の各任命権者毎の障害者の
雇用状況を厚生労働大臣に報告しています。

定期健康診断 8,899 人

労働安全衛生法等に基づく健康診断の種別 受診者数

特
殊
健
康
診
断
等

深夜業務 1,598 人

有機溶剤 81 人

特別有機溶剤 44 人

保育士 969 人

重量物（腰痛） 87 人

合計

電離放射線 378 人

じん肺 56 人

件

VDT作業 340 人

制度の概要 公務災害・通勤災害の認定件数

　地方公務員災害補償制度は、地方公務員災害
補償法に基づき、職員が公務上の災害（負傷、
疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害を受
けた場合に、その災害によって生じた損害を補
填し、必要な福祉事業を行うことを目的として
います。

公務災害
公務上 公務外

件 1 件 15 件

70 件 1 件 71

84 件 2 件 86

通勤災害
該当 非該当 合計

14

人 123

件

　本市を退職した職員の再就職の透明性及び信頼性を高めるため、平成22年2月に「さいたま市
職員の再就職管理の適正の確保等に関する要綱」を制定しました。
　この要綱に基づき、本市を管理職職員で退職した者の再就職状況（平成30年7月1日～令和元
年6月30日）を公表します。

再就職先 市外郭団体 民間企業 本市再任用職員 合計

合計

人8,038ストレスチェック

人 133 人再就職者数 4 人 6
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Ⅱ 人事行政の運営の状況（教職員※）

※教職員とは、さいたま市教職員定数条例第２条に規定する教職員をいいます。

１　教職員の任免及び教職員数に関する状況

（１）教職員の採用及び退職の状況（平成３０年度）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

※
※
※

（２）再任用の状況（平成３０年度）

※（　）内は女性でうち数です。

（３）教職員数の状況（各年４月１日現在）

（単位：人）

( ) ( ) ( )

※（　）内は女性でうち数です。
※教職員数には、短時間勤務の再任用教職員、臨時的任用教職員及び非常勤講師は含みません。

臨時的任用教職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

（単位：人）

( )

※（　）内は女性でうち数です。

区分 臨時的任用教職員

教職員 1,068
450

5 ）

教職員
4,827 5,155 328
2,699 2,912 213

(

区分 平成30年 平成31年 対前年増減数

( 55 ) (
185 277

94 )12 ） ( 5 ） ( 17

週2.5日 週３日 週４日

教職員 28 17 35 12
） (

（　）内は女性でうち数です。
「勧奨退職」とは、一定の勤続年数及び年齢以上の者に退職を勧奨し、それに応じて定年前に退職した者です。
「その他」には、死亡退職、懲戒免職等を含みます。

　再任用教職員とは、定年退職者等の行政経験・知識等を有効活用するため、従前の勤務実績
に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定めて採用するもので、主に短時間勤務
です。勤務実績が良好な場合には、選考により任期更新が可能（平成３０年度の再任用者は６
５歳まで）です。

（単位：人）

区分 短時間勤務 常時勤務 合計
週２日

237
141 82 4 37 0 123

教職員
252 173 12 51 1

　教育委員会から報告を受けた平成３０年度における人事行政の運営の状況を取りまとめ、その概
要を公表するものです。

（単位：人）

区分 採用
退職

合計
定年 勧奨退職 普通 その他
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２　教職員の給与の状況

３　教職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）教職員の勤務時間 （平成３１年４月１日現在）

（２）休暇制度の概要

（３）年次有給休暇の取得状況（平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日）

　　　さいたま市職員の給与費の状況につきましては、３ページの「２　職員の給与の状況」に
　　まとめて記載してありますのでご覧ください。

教職員の家族に負傷、疾病、老齢等により日常生活を営むのに支障がある要
介護者がおり、当該職員以外に介護する者がいない場合における無給の休暇
です。

組合休暇
教職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における無給
の休暇です。

教職員１人あたりの年次有給休暇平均取得日数 11.8 日

区分 内容

年次有給休暇
１年に２０日（年の中途に採用された教職員は、その在職期間に応じた日
数）付与されます。また、その年に付与された残日数（２０日を限度）は、
翌年に限り繰り越すことができます。

年次有給
休暇以外
の休暇

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故等により、社会慣習上ま
たは物理上の理由により、教職員が勤務しないことが相当であると認められ
る場合の有給の休暇です。

病気休暇
教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合の休暇です。

介護休暇

　教職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められており、原則として毎週月曜
日から金曜日までにおいて、１日当たり７時間４５分勤務となります。
　また、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）は、勤務を要しない日です。
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４　教職員の休業の状況

（１）育児休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（２）部分休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（３）育児短時間勤務制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

（４）配偶者同行休業制度の概要及び取得状況（平成３０年度）

人

人

うち女性 3 人 2 人

うち男性 0 人

配偶者
同行休業

配偶者が６月以上外国に滞在する場
合、これに同行するために取得できる
無給の休業です。在職期間が２年以上
の教職員が３年を超えない範囲で取得
できます。

 取得人数 3 人 2

0

人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

育児短時間
勤務

子を養育するため、法及び条例に定め
られた勤務の形態から選択し、希望す
る日及び時間帯に勤務することができ
ます。最長、子が小学校就学の始期に
達するまで取得できます。

 取得人数 22 人

うち女性 16 人 16 人

うち男性 6 人

人 17

1

人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

部分休業

人

うち女性 12 人 9 人

うち男性 0 人

育児のため、１日に２時間以内の範囲
で取得できる無給の休業です。最長、
子が小学校就学の始期に達するまで取
得できます。

 取得人数 12 人 9

0

人 2 人

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

159 人

うち女性 364 人 157 人

うち男性 3

区分 内容 実績
うち、平成30年度
に新たに取得した
人数

育児休業

子を養育する教職員の継続的な勤務を
促進し、教職員の福祉の増進と公務の
円滑な運営に資することを目的とした
無給の休業です。最長、子が３歳に達
するまで取得できます。

 取得人数 367 人

12



５　教職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（平成３０年度）

（２）懲戒処分の状況（平成３０年度）

６　教職員の服務の状況

（１）教職員の守るべき服務の概要

（２）服務規律の遵守に関する取組

①服務規律の遵守に関する取組の概要

②服務規律の遵守に関する通知等の内容

平成30年12月28日 教職員の交通事故防止の徹底について 教育長

平成30年10月24日 個人情報の管理の徹底及び教職員事故の防止について 教育長

　地方公務員法第３０条において、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者
として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念
しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、
同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条）、信用失墜行為
の禁止（第３３条）、秘密を守る義務（第３４条）、職務に専念する義務（第３５条）、政
治的行為の制限（第３６条）、争議行為等の禁止（第３７条）、営利企業への従事等の制限
（第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。

　服務規律の確保や不祥事防止の徹底について、随時、校長学校管理研修会（さいたま市立
小・中・高等・特別支援学校の校長が出席）等において、教育委員会から校長を通じて教職
員に周知徹底を図っています。

発出した年月日 内容 発信者

教職員 0 1 2 1 4

　懲戒処分とは、公務員の勤務関係の秩序を維持するため教職員の服務義務違反（法令違反、
義務違反、非行等）に対し、その道義的責任を追及して科する制裁で、戒告・減給・停職・免
職の４種類があります。

（単位：人）

区分
処分の種類

合計
戒告 減給 停職 免職

教職員 0 0 79 0 79

　分限処分とは、教職員が心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、一定の事由に
より職務を十分に果たすことができない場合等に行う不利益処分で、降給・降任・休職・免職
の４種類があります。

（単位：人）

区分
処分の種類

合計
降給 降任 休職 免職
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（３）職務専念義務の免除、営利企業への従事等許可、在籍専従の許可の状況（平成３０年度）

７　教職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）教職員の研修

①研修の実績（平成３０年度）

※

※

（２）勤務成績の評定

①教職員の人事評価の状況

評価結果の活用
昇任昇格等の参考資料として活用するとともに、教職員の昇給や勤勉手
当の支給割合に反映。

総合評価 能力評価及び業績評価の評価結果を合わせた評価

評価期間 ４月１日から翌年３月３１日までの１年間

評価基準日 ２月１日

「教育研究所研修」とは、教育研究所が、各学校における学校経営、教科経営等の円滑な推進を目指し、教
職員を支援するために実施するものです。うち「悉皆研修」は、各種の主任及び専門分野を担当する教職員
を各校１名指定して行うものです。「必修研修」は、年次計画に基づいて進める全教職員必修のものです。
「推薦研修」は、推薦・選考に基づき、指導的な役割を果たす教員を養成するものです。「希望研修」は、
教職員の自発的な希望により教職に関する専門性を高めるものです。「自主研修」は、平日夜間に教職員が
自主的に参加するサークル型のものです。

「主管課研修」とは、各課所が担当する事務について、教職員の資質能力や意識の向上等を図るために実施
するものです。

　地方公務員法では、任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされ
ています。また、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活
用するものとされています。
　さいたま市教育委員会では、原則として勤務期間が６月未満の教職員、臨時的任用教職員、
任期付短時間勤務教職員、再任用教職員（短時間勤務の職）、その他教育長が別に定める教職
員を除く、全ての教職員を対象として、人事評価を実施しています。
　教育委員会における人事評価制度の概要は、次のとおりです。

評価制度の目的
・「教職員の資質及び能力の向上を図ることにより学校の教育力を高め
る」
・「児童及び生徒を伸び伸びと健やかに成長させる。」

評価制度の概要

能力評価 職務遂行能力の発揮度と執務姿勢（意欲・態度）を評価

業績評価
「目標による管理」の手法等により目標の達成度、業務の遂
行度を評価

3,666 人 1,652 人 15,936 人1,048 人 1,683 人 56 人

【臨時的任用教職員を含む】

教育研究所研修
主管課研修

悉皆研修 必修研修 推薦研修 希望研修 自主研修

在籍専従の許可

教職員が任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員と
してその業務に専ら従事することができるものです。許可を受けた
期間中は休職者とされ、いかなる給与も支給されず、退職手当の算
定基礎となる勤続期間にも算入されません。

0 件

営利企業への
従事等許可

教職員が、大学の非常勤講師などの業務に従事等して報酬を得る場
合に、職務への公平性や職員の品位の保持等の観点から全体の奉仕
者である公務員の基本的性格と矛盾しない場合に限り許可できるも
のです。

107 件

区分 内容 件数

職務専念義務の
免除

教職員が、教員免許更新制に係る講習を受講、人間ドックを受診、
職務に関連のある講演、講義、演技等を行う場合など、一定の事由
に該当する場合に、特例として職務に専念する義務を免除していま
す。

8,165 件
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②条件付採用教職員の正式採用にあたっての勤務成績の評定（平成３０年度採用者）

◆養護教諭・栄養教諭・学校事務職員

※

◆教諭

８　教職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済制度

（２）その他の福利厚生制度の状況

（３）教職員健康診断の実施状況（平成３０年度）

（４）公務災害補償の状況（平成３０年度） 【臨時的任用教職員を含む】

件合計 60 件 0 件 60

通勤災害
該当 非該当 合計

4 件 0 件 4 件

56 件 0 件 56 件

VDT作業 14 人

制度の概要 公務災害・通勤災害の認定件数

　地方公務員災害補償制度は、地方公務員災害
補償法に基づき、教職員が公務上の災害（負
傷、疾病、障害又は死亡）又は通勤による災害
を受けた場合に、その災害によって生じた損害
を補填し、必要な福祉事業を行うことを目的と
しています。

公務災害
公務上 公務外 合計

電離放射線 0 人

じん肺 0 人

特別有機溶剤 0 人

重量物（腰痛） 81 人

ストレスチェック 3,283 人

特
殊
健
康
診
断
等

深夜業務 0 人

有機溶剤 0 人

　教職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、公立学校共済組合埼玉支部が教
職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付」、教職
員の退職や障害等に対して、必要な給付を行う「長期給付」、健康の保持増進事業や住宅資
金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。
　共済組合等の事業を運営する費用は、組合員である教職員からの掛金と使用者である地方
公共団体からの負担金により賄われており、掛金・負担金とも標準報酬の月額を標準として
法で定められた率により算出されています。

　地方公務員法第42条に基づくその他の福利厚生制度として、（財）埼玉県教職員互助会に
加入し、教職員の冠婚葬祭等への給付、教職員の保健、元気回復、その他福利厚生に関する
事業の対象となっています。

労働安全衛生法等に基づく健康診断の種別 受診者数

定期健康診断 2,540 人

0 人 0 人 0 人229 人 229 人 0 人

評定対象
１年で正式
採用した者

延長した後、
正式採用した者

延長中の者
正式採用

しなかった者
延長した後、
退職した者

条件付採用期間を延長した者は、病気休暇により所定の勤務日数に満たなかった者です。

0 人 0 人 0 人20 人 20 人 0 人

評定対象
６月で正式
採用した者

延長した後、
正式採用した者

延長中の者
正式採用

しなかった者
延長した後、
退職した者

　教職員の採用はすべて条件付のものとし、養護教諭・栄養教諭・学校事務職員は採用から６
か月、教諭は採用から１年間の職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になります。
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９　教職員の退職管理の状況

１０　障害者雇用の状況（平成３０年６月１日現在）

※教育委員会は、教育委員会事務局職員と教職員を合わせて算出しています。

教育委員会 2.22 ％ 2.40 ％

人 24 人

　障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、毎年６月１日現在の各任命権者毎の障害者の
雇用状況を厚生労働大臣に報告しています。

区分 障害者雇用率 法定雇用率

再就職者数 0 人 1 人 23

　本市を退職した教職員の再就職の透明性及び信頼性を高めるため、平成31年3月に「さいたま
市教職員の再就職管理の適正の確保等に関する要綱」を制定しました。
　この要綱に基づき、本市を管理職職員（校長）で退職した者の再就職状況（平成31年3月31日
～令和元年6月30日）を公表します。

再就職先 市外郭団体 民間企業 本市再任用職員 合計
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　さいたま市人事委員会から報告を受けた平成３０年度における業務の状況を公表するものです。

１　職員の競争試験及び選考の状況

（１）採用試験・選考の実施状況
ア　大学卒業程度・免許資格職・民間企業等経験者（6月24日第1次試験実施分）

イ　高校卒業程度・免許資格職・民間企業等経験者（9月23日第1次試験実施分）

ウ　係長級昇任試験（11月11日第1次試験実施分）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人

人人

3.139

5 4

44

93

3

73

12

12

3.035 24 31
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Ⅲ　人事委員会の業務の状況

倍
人

人
85

人

人

31

競争倍率

76

試験区分・職種 申込者数 受験者数
第１次試験
合格者数

行政事務 90140 136

第１次試験
免除者数

第２次試験
合格者数

化学

福祉

倍

倍

1.7

人

93

3

建築

14

6

8

14

8

人 人消防

技
術
職

土木

機械

その他の技師

12

13電気

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数 競争倍率

大
学
卒
業
程
度

行政事務 1,297 人 983 人

福祉 69 人 54
360 人 201 人 4.9 倍

人 35 人 23 人 2.3 倍

学校事務 101 人 74 人 38 人 10 人 7.4 倍

技術職・土木 77 人 59 人 54 人 25 人 2.4 倍

技術職・建築 35 人 21 人 10 人 5 人 4.2 倍

技術職・電気 14 人 12 人 10 人 2 人 6.0 倍

技術職・化学 14 人 8 人 5 人 1 人 8.0 倍

消防 281 人 237 人 56 人 27 人 8.8 倍
消防(救急救命士) 76 人 70 人 24 人 10 人 7.0 倍

心理 14 人 13 人 11 人 10 人 1.3 倍
精神保健福祉士 25 人 23 人 17 人 9 人 2.6 倍

免
許
資
格
職

薬剤師 26 人 22 人

獣医師 7 人 5
16 人 6 人 3.7 倍

人 5 人 1 人 5.0 倍

栄養士 63 人 51 人 10 人 3 人 17.0 倍

保健師 63 人 58 人 27 人 13 人 4.5 倍
民
間
等

経
験
者

技術職・土木 22 人 12 人 6 人 2 人 6.0 倍

技術職・建築 16 人 13 人 6 人 2 人 6.5 倍

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数 競争倍率

高
校
卒
業
程
度

行政事務 130 人 101 人

学校事務 21 人 20

22 人 10 人 10.1 倍

人 12 人 4 人 5.0 倍

消防 240 人 204 人 25 人 11 人 18.5 倍

消防(救急救命士) 27 人 26 人 14 人 5 人 5.2 倍

免
許
資
格
職

保育士 276 人 246 人 139 人 67 人 3.7 倍

診療放射線技師 26 人 22 人 10 人 3 人 7.3 倍

臨床検査技師 23 人 21 人 12 人 3 人 7.0 倍

理学療法士 16 人 14 人 14 人 4 人 3.5 倍

作業療法士 7 人 6 人 5 人 2 人 3.0 倍

言語聴覚士 9 人 9 人 9 人 2 人 4.5 倍

歯科衛生士 28 人 26 人 6 人 1 人 26.0 倍
民
間

等

経
験

者
行政事務 416 人 323 人 27 人 6 人 53.8 倍
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エ　転職試験（9月23日第1次試験実施分）

オ　学芸員選考（6月24日第1次試験実施分）

カ　身体障害者選考（10月21日第1次選考実施分）

キ　技能職員試験（12月9日第1次試験実施分）

（注）アからキの表中「競争倍率」は、受験者数を最終合格者数で除したものです。

（２）採用選考の状況

（３）昇任選考の状況

3.3 倍

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数

技能職員 107 人 70 人 39 人 12 人

競争倍率

競争倍率

人 4 人
行政事務

（身障者選考） 15 人 13 人 10

人 1 人 12.0 倍10

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次選考合格者数 最終合格者数

日本美術史 12 人 12 人

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数 競争倍率

1 人 1 人 1.0 倍

人 2 人 13.5 倍

保育士 1 人 1 人

行政事務 27 人 27 人 11

試験区分・職種 申込者数 受験者数 第１次試験合格者数 最終合格者数 競争倍率

5.8 倍

給料表 職務の級 職種 採用選考者数
５級 行政事務（弁護士） 1 人
３級 一般行政職 1 人

任期付職員（福祉） 4 人
１級 任期付職員（心理） 2 人
１級

１級 任期付短時間勤務職員（行政事務） 10 人
学校事務職給料表 １級 学校事務職員 7 人

行政職給料表

学校栄養職給料表 １級 学校栄養職員 14 人

医療職給料表（１）

４級 医師 3 人
３級 医師 2 人
２級 医師 12 人
１級 医師 8 人

医療職給料表（２） １級 歯科衛生士 2 人

医療職給料表（３）

５級 看護師 1 人
３級 看護師 1 人

１級
看護師 39 人
助産師 2 人

給料表 職務の級 昇任の内容 申請者数 承認者数

行政職給料表

８級 昇任昇格 20 人 20 人

７級 昇任昇格 32 人 32 人

人

６級 昇任昇格 82 人 82 人

昇任昇格 1 人 1
５級 昇任昇格 68 人 68

人

医療職給料表（２） ５級 昇任昇格 5 人 5 人

医療職給料表（１） ４級

医療職給料表（３）
６級 昇任昇格 3 人 3 人

５級 昇任昇格 2 人 2 人

消防職給料表

９級 昇任昇格 1 人 1

７級 昇任昇格 6 人

人

８級 昇任昇格 2 人 2 人

6 人

６級 昇任昇格 15 人 15 人

企業職給料表

８級 昇任昇格 1 人 1

６級 昇任昇格 5 人

人

７級 昇任昇格 4 人 4 人

5 人

５級 昇任昇格 8 人 8 人
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２　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

１　職員給与と民間給与との比較

２　公民較差に基づく給与改定等

４　その他報告する事項

　報告及び
　勧告の年月日

報告及び勧告の概要

区分 民間給与 職員給与 公民較差

月例給 397,109円 397,173円 △64円（△0.02％）

4.47月 4.40月 0.07月

(1) 改定の方針

・ 給与月額は、公民較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分で
　ないことから、改定なし
・ ただし、医療職給料表 及び特定任期付職員給料表については、人事
　院勧告の内容に準じて給料表の引上げ改定
・ また、教育職給料表 及び教育職給料表 については、埼玉県におけ
　る改定状況等を考慮して措置

(2) 諸手当

特別給

ア　初任給調整手当

  ・ 人事院勧告の内容に準じて改定
イ　期末手当・勤勉手当

・ 民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ改定
　(4.40月分→4.45月分）
　※ 支給月数は、0.05月単位とし、小数点第２位を二捨三入、七捨八入
・ 引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当に配分
・ 平成31年度以降においては、人事院勧告の内容に準じて、６月期及び
　12月期の期末手当が均等になるよう配分

ウ　宿日直手当

  ・ 人事院勧告の内容を踏まえ、所要の改定
エ　扶養手当の見直し
　・ 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額
　　(13,500円→6,500円)、子に係る手当額を引上げ(6,500円→10,000円)
  ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族１人に係る手当の月額を12,000円
    とする取扱いを廃止

(3) 実施時期

  ・ 医療職給料表 及び特定任期付職員給料表の改定並びに(2)ア及びウに
　　ついては、平成30年４月１日から実施
  ・ (2)イについて、平成30年12月期の支給に関する改定は条例の公布日か
　　ら、平成31年６月期以降の支給に関する改定は平成31年４月１日から実
　　施
  ・ (2)エについては、平成31年４月１日から実施
  ・ 教育職給料表 及び教育職給料表 について改定を行う場合は平成31
　　年４月１日から実施

(1）健康で働き続けられる職場環境の整備

　　ア 長時間労働の是正

　 働き方見直しや業務量に見合った適正な人員配置を進めるとともに、管理監
督職によるマネジメントを中心に、組織全体としての業務の合理化、スクラップ
等あらゆる対策を講じる必要。また、学校現場においても、教員の負担軽減に向
けた様々な取組を着実に推進していく必要

平成30年
　  9月26日
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※

３　勤務条件に関する措置の要求の状況

４　不利益処分に関する審査請求の状況

　不利益処分に関する審査請求とは、地方公務員法第４９条の２に基づき、任命権者により、
懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員が、人事委員会に対して、その
処分の取消し等を申し立てることができる制度です。

　勤務条件に関する措置の要求とは、地方公務員法第４６条に基づき、職員が給与、勤務時間
その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、適切な措置が執られるべきことを要求するこ
とができる制度です。

　イ メンタルヘルス対策

　未然防止策として、セルフケア、ラインケアが継続的かつ適切に行われるため
に、職員への普及・啓発活動が重要。ストレスチェック結果の集団分析の更なる
活用や、「職員のハラスメントの防止等に関する要綱」に基づく取組等を講じる
必要

　ウ 仕事と家庭生活の両立支援

　「早出遅出勤務制度」の本格導入に向けて、より利用しやすい制度にしていく
とともに、両立支援に係るその他の制度も含めて、積極的な情報発信により、継
続的に普及・啓発等の促進策を講じる必要。全管理職職員には「イクボス宣言」
の行動理念に基づき、両立支援に係る制度を利用する職員の応援や業務改善の推
進等を積極的に行うことが必要

(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進

　定年延長等により職員の在職期間が長期にわたることが予測される中、職員の
士気を向上させ、活力ある組織を構築する手段として、人事評価制度を更に活用
し、能力・実績に基づく人事管理の在り方について、継続的に検討していく必要

(3) コンプライアンスの推進

　任命権者にあっては、管理監督者のリーダーシップの下、コンプライアンス推
進体制の構築や意識の向上を図り、不祥事や事務処理ミスを発生させない職場風
土を形成していく必要。職員にあっては、自らの果たすべき役割を認識し、公正
かつ公平に職務を遂行する必要

(4）高齢期の雇用問題

　定年の引上げ等について、国や他団体等の動向を注視する必要。公務における
質の高い行政サービスを維持するため、再任用制度を引き続き十分活用するとと
もに、高齢層の職員が持つ長年培った経験と能力を発揮できる職務や人員配置
等、所要の環境整備を推進していく必要

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条、第１４条及び第２６条の規定に基づく報告及び勧告

平成２９年度末
現在未処理件数

措置要求件数 　処理件数
年度末現在
未処理件数

平成２９年度末現
在未処理件数に係
る処理件数

平成３０年度の措
置要求件数に係る
処理件数

1 件 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件

　処理件数
年度末現在
未処理件数

平成２９年度末現
在未処理件数に係
る処理件数

平成３０年度の審
査請求件数に係る
処理件数

5 件 3 件 0

平成２９年度末
現在未処理件数

審査請求件数

件件 0 件 0 件 8
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